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犯罪被害者等給付金制度

被害者支援の諸制度

富山県弁護士会　犯罪被害者相談窓口
初回相談無料

受付時間：平日 午前9時～午後5時
受付後、担当弁護士からお電話いたします。

故意の犯罪行為によって死傷された方（又はその
ご遺族の方）に国から給付金が支払われます。

日弁連委託援助
犯罪被害者は、法的支援が必要な一定の場合に日弁
連から弁護士費用の援助を受けることができます。

被害者参加旅費等支給制度
被害者参加制度を利用して刑事裁判に参加する場
合、国から旅費、宿泊費及び日当が支給されます。

損害賠償命令制度
刑事事件の裁判所が、被害
者等の申立てに基づき、被
告人に対して損害賠償を命
ずる制度です。

被害者参加人のための国選弁護制度
被害者参加人は、資力がない場合には、国費で弁
護士を選任してもらうことができます。

富山市長柄町3-4-1 富山県弁護士会館内

TEL 076（421）4811

富山駅より車で約10分
富山地方裁判所の通りにあります。

富山市長柄町3-4-1　TEL 076-421-4811
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（「富山駅前」停留所より約12分）、徒歩約2分。
「中央ルート」に乗車、「西田地方小学校前」停留所で下車。
②コミュニティバス「まいどはや」
徒歩約５分。
「検察庁前」停留所で下車（「富山駅前」停留所より約10分）。
　簡保保養センター／速星／八尾鏡町」方面に乗車。
「萩の島／速星／牛岳温泉健康センター・山田行政センター前／
①富山地鉄バス
バス案内 参加
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犯罪被害者の支援
弁護士による
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富山県弁護士会館



弁護士が親身になって相談に
乗ります。お電話ください。

刑事

民事

A
犯罪被害者相談窓口では、どのような
業務をしているのですか。

犯罪被害者等給付金制度があります。
故意による犯罪行為で死傷した方又は
その遺族に最高約4000万円の給付金が
国から支給されます。

A
加害者が無資力の場合、
泣き寝入りするしかないのですか。

様々な支援がありますが、主なものを挙げます。
〇刑事手続
　捜査段階では、被害届提出や告訴の手続を援助し、加害者
が不起訴処分となった場合には、検察審査会へ審査の申立
をします。公判段階では、事実関係が明らかになるように法
廷で被告人に質問をしたり、記録を閲覧・謄写したりします。
また、被害者参加を行って、犯人に対し、適切な量刑がなさ
れるよう努めます。

〇民事手続
　加害者に対する損害賠償請求が主な役割となります。そ
のほかマスコミ対応などについても支援可能です。

A
弁護士は犯罪被害者のためにどのようなことに
ついて力になってくれるのですか。

受任した弁護士が明示している報酬基準に基づい
て個別に契約を結んでいただくことになります。資
力がない方は、日弁連委託援助制度や日本司法支援
センターの法律扶助制度を利用することが可能で
す（審査があります。）。

A
弁護士費用は、どれぐらいかかりますか。

犯 罪 被 害 に あ わ れ た 方 へ

受付時間 ： 毎週月～金曜日　午前９時～午後５時
受付後、担当弁護士からお電話いたします。

初回相談無料　０７６－４２１－４８１１

支援の流れ（主なもの）

?

?

犯罪の被害にあった場合、損害賠
償請求や加害者の適切な処罰を
めぐり、さまざまな法律問題が発
生します。富山県弁護士会では、
犯罪被害者のための相談窓口を
設置しました。犯罪被害者の方は、
初回無料で弁護士による法律相
談を受けることができます。

あなたへの支援を支える
法律があります。

　刑事訴訟法その他の法律は、被
告人の権利について詳細に定める
一方、被害者の権利については、
僅かな規定をおくのみでした。置
き去りにされた被害者の権利を支
援するため、平成16年犯罪被害者
基本法が定められ、その他の法律
の諸制度も定められました。

弁護士
の役割

弁護士
の役割

被害届提出
・告訴

事情聴取に同行
二次被害を防ぐ

不起訴時の検察
審査会申立

証人尋問・
意見陳述・量刑意見刑事記録謄写 被害者通知制度

資料収集 示談交渉・訴訟提起 適切な賠償金額の獲得 賠償金受領・差押

判決公判捜査 被害者参加加害者の起訴事件発生

事件発生 執行手続判決加害者に対する賠償請求


